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2019年度 第 2回スキルアップ研修会 

「救命講習と緊急事態の対応について」 
日 時：2020年 2月 17日(月)  

9:45～11:45  

場 所：ころぽっくるホール 
2019年 10月より、提供会員および両方会員は「実習を含んだ救命講習を 5年に１回受講する事」が必須に 

なりました。そこで今回のスキルアップでは、救命講習を含めた研修を設定させていただきました。 

≪内容≫  ●応急救護（30分～1時間） 

AED（自動体外式除細動器）の使用方法や心肺蘇生などの 

実習を含んだ救命講習 

●事故防止に関する講習 

安全チェックリストの活用 、ヒヤリ・ハット事例の検証 

緊急事態の対応 など 

今回参加できない場合  は、 

他で開催している AED実習を含んだ救命講習を受講していただき、ファミリー・サポートきよせまで講習名、受講日時

等を連絡いただいても結構です。２０１４年以前に受講された方は進んで受講していただくようにお願いいたします。 

 

 

例えばこのような講習があります⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の子どもの一時預かり（訪問）・送迎・病児保育などを行う 清瀬市ファミリー・サポート・センター事業 登録・年会費無料！ 

日程詳細は４月の
通信、ピッコロ

HP、市報などで 
お知らせします 
会員さんの聴講も
受付しています 

年 2回（5月・10月開講）提供会員になるための「保育サービス講習会」を実施して

います。全 30時間の講習を修了すると、女性労働協会より「修了証」が発行され、 

援助活動をした場合 1時間 700円～の報酬を受けられます。 

「今年もよろしくお願いします！」 

今年は十二支の初めの子の年ですね。何かを startさせるのには最高の予感！ 

 

 

 

 

 

 

 

【清瀬消防署での普通救命講習】 

【内容】普通救命講習（3 時間コース）  

【日程】2020 年 1 月 19 日、2 月 9 日、3 月 15 日（日曜日） 

【場所】清瀬消防署 2 階会議室    

【費用】1,400 円       

【申込】清瀬消防署救急係宛に電話 042-491-0119 

または来署にてお申し込みください 

 

 



 

提供会員さんも準備から 
ありがとうございました 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告！ファミリー・サポートきよせ全体交流会 in中清戸地域市民センター 

 バブリーたまみ 

 ママの笑顔がいちばん！ 
～スーパーポジティブソングス～ 

12/1（日） 10：30～12：00 

いつも子育てを頑張っているママに『笑顔』を届け、そして体をはって『自分を生きる』というメッセージを 

届けている、バブリーたまみさんをお呼びして、清瀬のママや提供会員にもさらに元気になってもらいました！ 

「ママの笑顔こそが子どもにとって家族にとって一番うれしいこと」 byバブリーたまみ 

ファミサポの援助をご利用の 依頼会員のみなさまへ 
 

・援助を依頼した際は、必ずセンターに報告してください。 
（報告がない依頼は、保険の対象外となってしまいます。） 

 
活動の手引きに記載されている通り、事前打合せした後の援助活動の申込みは 

① 依頼会員が提供会員に直接、依頼する。（※病児保育はセンターに依頼） 

② 援助依頼が成立したら、保育日時・保育内容等をセンターに報告する 

という所までが一連の流れとなっております。 

また、援助活動時間の変更、延長、キャンセル等が発生した時も提供会員とセンターに 

報告が必要です。報告は電話かファックスでお受けしております。 

報告がない場合、ファミサポの依頼をお受けできなくなりますので援助依頼が成立した

ら、必ず報告いただきますよう、ご協力お願い申し上げます。 

 
 

事前打合せから 
一年以上あいた時 
 
改めて事前打合せ
が必要な場合もあ
ります 

引越をした時 
 
保育場所が変わる 
ので、新たに事前 
打合せが必要です 
 
市外に引越の場合は 
退会になります 
 （在勤はOK） 
   

保育園に入った 
 
 

事前打合せした 
援助内容を 
変更したい 

こんな時には 

センターにご連絡を！ 

弟妹が生まれたので登録
したい 

学校・学童に入学した 



 

 

ファミリー・サポートにお願いしたいこと 

 
 

                 保育サービス講習会より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

「障がいのある子の預かりについて」 
～子ども学園 小玉先生～ 

 

 〇可能な範囲で預かり児の兄弟姉妹もすこし気にかけていただける

と親御さんの心配事や預かり児の気持ちが理解しやすくなります。 

 〇預かりに対するいろいろな情報を丁寧に確認しておくことで、 

その親御さんが大切に思っていることが見えてきます。 

 〇依頼会員、提供会員共にその子の成長を喜び合える関係作りに心掛

けることで、障がいを持つ子どもたちの理解がより深まります。 

 

提供会員・両方会員のみなさまへ 
 

   事前打合せで確認した援助内容と違うことを依頼された場合は引き受ける前にまず、セン

ターにご連絡ください。たいして変わりがないからと引き受けてしまって、ヒヤリ・ハット

が起こっています。 

★ 自宅保育 ⇒ 自宅から習い事へ送ってもらいたい 

★ 自宅へ祖母が来て交代 ⇒ 駅で引き渡してほしい 

★ 子どもの見守り ⇒ 子どもが付添いをいやがるので外遊びの時、 

自宅で待機していてほしい 

★ 習い事への送迎 ⇒ 新しい習い事への送迎 

★ 一人の子の保育 ⇒ 兄弟の保育 

  

   依頼会員さんと提供会員さんのマッチングは、アドバイザーが内容や距離などを考慮して、

提供会員さんに可能かどうかご相談しています。 

その依頼内容に対応ができない場合や、思うように依頼がこない場合等、何かありましたら 

「この曜日・この時間ならできる」などお気軽に現状をお伝えいただけると、次の機会に 

つなげることができるので大変ありがたいです。 

 

   スキルアップ研修会と全体交流会は年に各２回あり、多様な内容で開催していますので、

是非ご参加ください。お待ちしております。 
 

 

 「子どもの生活へのケアーと援助」から学んだこと 
 

★乳幼児突然死症候群（SIDS）に注意（特に寝返りできない児） 

 【睡眠時】  

チェック：時間で定期的に 0 歳児は 5 分おき、1～2 歳児は 10 分おき 

 記  録：うつ伏せになっているときは戻す（原則うつぶせ寝にはしない） 

      横向きは左右どちらを向いていたか。真上か、全身状態はどうか、時間ごとに記録。 

★抱っこ：首すわりまでは横抱きが良い 

★おんぶ（首が座ってから）：背負う時の事故が多いので注意します。 

★ベビーカー：月齢による使い方に注意します（ベビーカーは暑くて疲れることもあります）。 

★ほめることしかること 

 「子どもがしたこと・考えたこと」に「そうだね・そう思うんだね」と共感し、子どもの行動や 

気持ちを認めて、受止めることが大切です（良い悪いは大人の都合）。 

その上で「今は帰る時間だね・それはね○○だから危ないよ」と注意を促します。 

赤ちゃんが泣くことにお母さんや提供会員が答えることで相互作用になります。 

 

 



    
ここで登録ができます 

 
■元町・竹丘つどいのひろば 
（火～日 10～14時） 

 
■ファミサポ事務所 
（月～金 ※事前にご連絡ください） 

 
（登録用紙はピッコロ HP でダウンロード、 

または上記登録場所にあります。） 
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依頼会員 1,968名 

両方会員 232名 

提供会員 55名 

合 計 2,255名 

 
ファミリー・サポートきよせが開設し今年で１5 年目になります。 

お子さんのお預かりをするなかで、保護者の方へのサポートの大切さをあ

らためて知り、ご家族のお力になれていること、嬉しく思っております。

会員の皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。 

これからも様々な出会いを大切に、丁寧に向き合ってまいります。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

編集後記 

令和元年 12月 27日現在 

子育て・キラリ・クーポン券の代金請求（補助金交付申請）は  

R 2年 4月 10日まで！！ 
           それを過ぎると、請求不可となりますので、早めの申請をお願いします！ 

・原則として月締め、翌月 10 日までに 月別に台紙に貼り請求してください。 

・“消せるペン”、“鉛筆”での記入、“修正テープ”の使用は無効です。訂正は「二重線＋印鑑」で訂正してください。 

・クーポンは使用期限を確認の上、受け取るようにしてください。 

・ファミサポ事務所にお持ちいただく方は 4/6 までにお願いします。 

＊保育園・幼稚園の送迎 

＊保育施設の開始前や終了後の預かり 

＊学童クラブのお迎え、終了後の預かり 

＊習い事などの送迎  

＊外出時の子どもの預かり   

＊病児・病後児保育  

＊保護者の出張や入院時のお泊り保育  

など 

登録料、年会費はかかりません。 

清瀬市在住もしくは在勤で 18歳までのお子さんのいる 

家庭はどなたでもご登録いただけます。 

登録 
無料 

 ファミリー・サポートとは、育児の援助を受けたい方（依

頼会員）と育児の援助を行いたい方（提供会員）の支え合

いの活動です。援助を利用するには、ご登録のうえ、依頼

会員とお子さん・提供会員・アドバイザーの三者で事前打

合せを行います。（事前打合せには１時間分の保育料がかか

ります。） 新入学、新入園の時期が近づきますと、提供会

員さんのご紹介や事前打合わせに時間がかかってしまう場

合がありますので、ご紹介希望の方は早めにセンターに 

ご連絡くださるようお願いします。 

  

http://plaza.rakuten.co.jp/kachizuko/bbs/

